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○ 建 設 省 告 示 第 　 　 　 号

建 築 基 準 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 一 号 ） 第 二 条 第 九 号 の 規 定 に 基 づ き 、 不 燃 材 料 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 平 成 　 年 　 　 月 　 　 　 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 建 設 大 臣 　 中 山 　 正 暉

　 　 　 不 燃 材 料 を 定 め る 件

　 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 百 八 条 の 二 各 号 （ 建 築 物 の 外 部 の 仕 上 げ に 用 い

る も の に あ っ て は 、 同 条 第 一 号 及 び 第 二 号 ） に 掲 げ る 要 件 を 満 た し て い る 建 築 材 料 は 、 次 に 定 め る も の と す

る 。
　 一 　 コ ン ク リ ー ト

　 二 　 れ ん が

　 三 　 瓦

　 四 　 陶 磁 器 質 タ イ ル

　 五 　 石 綿 ス レ ー ト



六 　 繊 維 強 化 セ メ ン ト 板

七 　 厚 さ が 三 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の ガ ラ ス 繊 維 混 入 セ メ ン ト 板

八 　 厚 さ が 五 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の 繊 維 混 入 ケ イ 酸 カ ル シ ウ ム 板

　 九 　 鉄 鋼

　 十 　 ア ル ミ ニ ウ ム

十 一 　 金 属 板

　 十 二 　 ガ ラ ス

　 十 三 　 モ ル タ ル

　 十 四 　 し っ く い

　 十 五 　 石

十 六 　 厚 さ が 十 二 ミ リ メ ー ト ル 以 上 の せ っ こ う ボ ー ド （ ボ ー ド 用 原 紙 の 厚 さ が 〇 ・ 六 ミ リ メ ー ト ル 以 下 の

も の に 限 る 。 ）

十 七 　 ロ ッ ク ウ ー ル



十 八 　 グ ラ ス ウ ー ル 板

　 　 　 附 　 則

１ 　 こ の 告 示 は 、 平 成 十 二 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 　 昭 和 四 十 五 年 建 設 省 告 示 第 千 八 百 二 十 八 号 は 、 廃 止 す る 。


